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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１２１号 

提  出  課 総務課 

 

上越市ガス水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の 
一部改正について 

 

１ 改正理由 

  市長等の特別職の職員と同様に、期末手当の支給割合を引き上げるもの 

 

２ 改正内容 

 ⑴ ガス水道事業管理者の期末手当の支給割合を次のとおり改める。（第４条関係） 

区分 

改正前 改正後 

年間比較 令和 7 年度 令和 7 年度 令和 8 年度以降 

6・12 月期 6 月期 12 月期 6・12 月期 

期末手当 172.5/100 172.5/100 177.5/100 175/100 5/100 

 

≪参考≫ 改定に伴う年間の期末手当支給額の比較 

（単位：円） 

改定前 
改定後 

（令和 7 年度） 
年間比較 

2,529,126 2,565,780 36,654 

 

 ⑵ ⑴の改正のうち令和７年１２月期における期末手当の支給割合の改正を適用する

場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の

条例の規定による期末手当の内払とみなすこととする。（附則第３項関係） 

 

３ 施行期日 

  次に掲げる区分に応じ、次に定める日 

⑴ 令和７年１２月期における期末手当の支給割合の改正及び２⑵の規定 管理規程

で定める日（令和７年４月１日から適用） 

 ⑵ 令和８年度以降の期末手当の支給割合の改正 令和８年４月１日 

 

４ 上越市ガス水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例改正案新旧対照表 

 ⑴ 第１条の規定による上越市ガス水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一  

部改正 

（下線部分が改正箇所） 

第１条の規定による改正案 第１条の規定による改正前 

（期末手当） 

第４条 管理者の期末手当の額は、期末手当

基礎額に、６月に支給する場合においては

１００分の１７２．５、１２月に支給する 

（期末手当） 

第４条 管理者の期末手当の額は、期末手当

基礎額に１００分の１７２．５      
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第１条の規定による改正案 第１条の規定による改正前 

場合においては１００分の１７７．５を乗

じて得た額に、基準日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

⑴～⑷ 略 

２ 略 

                 を乗

じて得た額に、基準日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

⑴～⑷ 略 

２ 略 

 

 ⑵ 第２条の規定による上越市ガス水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一

部改正 

（下線部分が改正箇所） 

第２条の規定による改正案 第１条の規定による改正後 

（期末手当） 

第４条 管理者の期末手当の額は、期末手当

基礎額に１００分の１７５         

                                        

                              を乗

じて得た額に、基準日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

 ⑴～⑷ 略 

２ 略 

（期末手当） 

第４条 管理者の期末手当の額は、期末手当

基礎額に、６月に支給する場合においては

１００分の１７２．５、１２月に支給する

場合においては１００分の１７７．５を乗

じて得た額に、基準日以前６月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を

乗じて得た額とする。 

 ⑴～⑷ 略 

２ 略 
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１２２号 

提  出  課 総務課 

 

上越市水道事業給水条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  災害その他非常の場合において、迅速に給水装置の復旧等を図るため、給水装置工

事を行うことができる者についての特例を定めるもの 

 

 

２ 改正内容 

災害その他非常の場合において、他の地方公共団体の長等又は他の地方公共団体の

長等が指定した者が給水装置工事を施行することができるように改める。（第１１条

関係） 

 

３ 施行期日 

  令和８年１月１日 

 

４ 上越市水道事業給水条例改正案新旧対照表 

（下線部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（給水装置工事の施行） 

第１１条 給水装置工事は、管理者又は管理

者が法第１６条の２第１項の規定により指

定した者（以下「指定給水装置工事事業

者」という。）が施行する。ただし、災害

その他非常の場合において、管理者が他の

地方公共団体の長等又は他の地方公共団体

の長等が同項の指定をした者が給水装置工

事を施行する必要があると認めるときは、

この限りでない。 

２～４ 略 

 （給水装置工事の施行） 

第１１条 給水装置工事は、本市又は本市が

法第１６条の２第１項の規定により指定し

た者（以下「指定給水装置工事事業者」と

いう。）が施行する。          

                     

                     

                     

                     

         

２～４ 略 
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１２３号 

提  出  課 総務課 

 

上越市下水道条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  下水道事業の今後の収支見通しを踏まえ、持続可能な事業経営に必要な収入を確保

するため、令和８年度から下水道使用料を改定するほか、水道事業と同様に、災害そ

の他非常の場合において、排水設備工事を行うことができる者についての特例を定め

るもの 

 

２ 改正内容 

⑴  災害その他非常の場合において、他の地方公共団体の長等の指定を受けた者に

排水設備の工事を施工することができるように改める。（第６条関係） 

 ⑵ 下水道使用料の月額を次のとおり改定する。（第２２条関係） 

区 分 汚水の排除量 改定後 現 行 

一般汚水 

基本使用料 5 ㎥まで 1,822.90 円 1,669.80 円 

超過使用料 

（1 ㎥につき） 

6 ㎥から 10 ㎥まで 94.80 円 86.90 円 

11 ㎥から 20 ㎥まで 229.30 円 210.10 円 

21 ㎥から 30 ㎥まで 260.50 円 238.70 円 

31 ㎥から 100 ㎥ま

で 
311.00 円 284.90 円 

101 ㎥以上 378.20 円 346.50 円 

公衆浴場汚水 1 ㎥につき 85.20 円 78.10 円 

 ⑶ ３⑵の施行の日前から継続して公共下水道を使用している者については、⑵の改

正は、同日以後最初に汚水の排除量を認定する日以後の汚水の排除に係る下水道使

用料から適用することとする。（附則第２項関係） 

 

＜参考＞現行料金と改定後料金の比較（税込み） 

区 分 改定後 現 行 比 較 

上越市の一般家庭の平均排除量（18 ㎥） 4,131 円 3,785 円 346 円 

  ・実質平均改定率   ９.１３％ 

 

３ 施行期日 

 ⑴ ２⑴の改正規定 令和８年１月１日 

 ⑵ ２⑵の改正及び⑶の規定 令和８年４月１日 
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４ 上越市下水道条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（排水設備等の工事の実施） 

第６条 排水設備等の新設等の工事は、管理

者が排水設備等の工事に関し技能を有する

者として指定した者（以下「上越市下水道

排水設備指定工事店」という。）でなけれ

ば行ってはならない。ただし、災害その他

非常の場合において、管理者が他の地方公

共団体の長等の指定を受けた者に排水設備

等の工事を行わせる必要があると認めると

きは、この限りでない。 

２ 略 

（使用料の額） 

第２２条 略 

区 分 
汚水の 

排除量 
月 額 

一般 

汚水 

基 本 使

用料 
5 ㎥まで 1,822.90 円 

 超 過 使

用 料

（ 1 ㎥

に つ

き） 

6 ㎥から 

10 ㎥まで 
94.80 円 

11 ㎥から 

20 ㎥まで 
229.30 円 

21 ㎥から 

30 ㎥まで 
260.50 円 

31 ㎥から 

100 ㎥まで 
311.00 円 

101 ㎥以上 378.20 円 

公衆浴場汚水 1 ㎥につき 85.20 円 

備考 略 

２ 略 

（排水設備等の工事の実施） 

第６条 排水設備等の新設等の工事は、管理

者が排水設備等の工事に関し技能を有する

者として指定した者（以下「上越市下水道

排水設備指定工事店」という。）でなけれ

ば行ってはならない。          

                     

                     

                     

             

２ 略 

（使用料の額） 

第２２条 略 

区 分 
汚水の 

排除量 
月 額 

一般 

汚水 

基 本 使

用料 
5 ㎥まで 1,669.80 円 

 超 過 使

用 料

（ 1 ㎥

に つ

き） 

6 ㎥から 

10 ㎥まで 
86.90 円 

11 ㎥から 

20 ㎥まで 
210.10 円 

21 ㎥から 

30 ㎥まで 
238.70 円 

31 ㎥から 

100 ㎥まで 
284.90 円 

101 ㎥以上 346.50 円 

公衆浴場汚水 1 ㎥につき 78.10 円 

備考 略 

２ 略 
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１２４号 

提  出  課 総務課 

 

上越市農業集落排水条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

農業集落排水事業の今後の収支見通しを踏まえ、持続可能な事業経営に必要な収入

を確保するため、令和８年度から排水処理施設使用料を改定するもの 

 

２ 改正内容 

 ⑴ 排水処理施設使用料の月額を次のとおり改定する。（別表第２関係） 

区 分 汚水の排除量 改定後 現 行 

基本使用料 5 ㎥まで 1,822.90 円 1,669.80 円 

超過使用料 

（1 ㎥につき） 

6 ㎥から 10 ㎥まで 94.80 円 86.90 円 

11 ㎥から 20 ㎥まで 229.30 円 210.10 円 

21 ㎥から 30 ㎥まで 260.50 円 238.70 円 

31 ㎥から 100 ㎥まで 311.00 円 284.90 円 

101 ㎥以上 378.20 円 346.50 円 

 ⑵ この条例の施行の日前から継続して排水処理施設を使用している者については、

⑴の改正は、同日以後最初に汚水の排除量を認定する日以後の汚水の排除に係る排

水処理施設使用料から適用することとする。（附則第２項関係） 

 

＜参考＞現行料金と改定後料金の比較（税込み） 

区 分 改定後 現 行 比 較 

上越市の一般家庭の平均排除量（18 ㎥） 4,131 円 3,785 円 346 円 

  ・実質平均改定率   ９.１３％ 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市農業集落排水条例改正案新旧対照表 

（太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

別表第２（第７条関係）  

区 分 汚水の排除量 月 額 

基 本 使 用

料 
5 ㎥まで 1,822.90 円 

超 過 使 用

料（1 ㎥に

つき） 

6 ㎥から 

10 ㎥まで 
94.80 円 

 

別表第２（第７条関係） 

区 分 汚水の排除量 月 額 

基 本 使 用

料 
5 ㎥まで 1,669.80 円 

超 過 使 用

料（1 ㎥に

つき） 

6 ㎥から 

10 ㎥まで 
86.90 円 
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改  正  案 改  正  前 

 

 11 ㎥から 

20 ㎥まで 
229.30 円 

21 ㎥から 

30 ㎥まで 
260.50 円 

31 ㎥から 

100 ㎥まで 
311.00 円 

101 ㎥以上 378.20 円 

備考 略 

 

 

 11 ㎥から 

20 ㎥まで 
210.10 円 

21 ㎥から 

30 ㎥まで 
238.70 円 

31 ㎥から 

100 ㎥まで 
284.90 円 

101 ㎥以上 346.50 円 

備考 略 
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１２５号 

提  出  課 総務課 

 

上越市浄化槽整備推進事業に係る浄化槽の設置等に関する条例 
の一部改正について 

 

１ 改正理由 

浄化槽整備推進事業の今後の収支見通しを踏まえ、持続可能な事業経営に必要な収

入を確保するため、令和８年度から浄化槽使用料を改定するもの 

 

２ 改正内容 

 ⑴ 浄化槽使用料の月額を次のとおり改定する。（別表第２関係） 

浄化槽の規模 改定額 現 行 

５人槽 ４，７７０円 ４,３２３円 

６～７人槽 ５，１３４円 ４,７４１円 

８～１０人槽 ６，２５２円 ５,８０８円 

１１～５０人槽 管理者が定める額 

 ⑵ ⑴の改正は、令和８年４月分の浄化槽使用料から適用し、同年３月分までの浄化

槽使用料については、なお従前の例によることとする。（附則第２項関係） 

  ＜参考＞ 

  ・実質平均改定率   ８.５３％ 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ 上越市浄化槽整備推進事業に係る浄化槽の設置等に関する条例改正案新旧対照表 

（太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

別表第２（第１５条関係） 

浄化槽の規模 使用料の額 

５人槽 ４，７７０円 

６～７人槽 ５，１３４円 

８～１０人槽 ６，２５２円 

１１～５０人槽 管理者が定める額 

備考 略 

別表第２（第１５条関係） 

浄化槽の規模 使用料の額 

５人槽 ４,３２３円 

６～７人槽 ４,７４１円 

８～１０人槽 ５,８０８円 

１１～５０人槽 管理者が定める額 

 備考 略 
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１２６号 

提  出  課 総務課 

 

上越市液化石油ガス供給条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

液化石油ガス事業の今後の収支見通しを踏まえ、全ての原価を見直し、令和８年度

から液化石油ガス料金を改定するほか、供給方式を一部改めるもの 

 

２ 改正内容 

⑴ 液化石油ガス料金の基本料金及び従量料金を次のとおり改定する。（別表関係） 

（現行） 

使用量の区分 基本料金 従量料金 

2 ㎥以下 1,122.00 円 - 

2 ㎥超 1,122.00 円 
2 ㎥を超える使用量につき 1 ㎥当たり 

495.00 円 
 

（改定後） 

基本料金 

（ガスメーター1 個につ

き 1 月当たり） 

従量料金 

（1 ㎥当たり） 
設備料金 

1,254.00 円 528.00 円 - 

 

【料金改定の実施時期】 

  ・実施時期   令和８年４月１日 
  

＜参考＞1 か月に 6 ㎥使用される標準家庭での料金比較（消費税込み） 

区分 改定後 現行 比較 

基本料金+従量料金 4,422 円 3,102 円 1,320 円 42.55％ 

⑵ 供給方式の「バルク貯槽」を削除し、「ボンベにより個別に供給する方式」を追

加する。（第４条関係） 

⑶ 料金算定期間の末日がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）前の日で

ある場合の料金の算定については、なお従前の例によることとする。（附則第２項

関係） 

⑷ 施行日前から引き続く液化石油ガスの使用者に係る施行日の属する料金算定期間

の料金は、当該料金算定期間の使用量を改正前の料金及び改正後の料金の適用日数

に応じて按
あん

分し、それぞれの使用量で別表第２（調整単位料金に係る部分及び備考

４を除く。）及び別表第３（調整単位料金に係る部分及び備考４を除く。）の規定

を適用して算定した額の合計額とする。（附則第３項関係） 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日 
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４ 上越市液化石油ガス供給条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

 （供給方式） 

第４条 液化石油ガスの供給方式は、供給用

収納庫       から導管により供給

する方式又はボンベにより個別に供給する

方式とする。 
 

別表（第８条関係）  

 

基本料金 

（ガスメーター

1 個につき 1 月

当たり） 

従量料金 

（1 ㎥当た

り） 

設備料金  

 1,254.00 円 528.00 円 -  

 
備考  

 １ この表に定める額は、税を含む額

とする。 

 ２ 料金は、基本料金、従量料金及び

設備料金の合計額（当該額に１円未

満の端数があるときは、当該端数を

切り捨てた額）とする。 

 

   

 （供給方式） 

第４条 液化石油ガスの供給方式は、供給用

収納庫又はバルク貯槽から導管により供給

する方式                 

  とする。 
 

別表（第８条関係）  

 
使用量の 

区分 
基本料金 従量料金  

 2 ㎥以下 1,122.00 円 -  

 

2 ㎥超 1,122.00 円 

2 ㎥を超える

使 用 量 に つ

き 1㎥当たり 

 495.00 円 

 

 
備考  

 １ この表に定める額は、税を含む額

とする。 

 ２ 料金は、ガスメーター１個当たり

の１月の使用量の区分に応じ、基本

料金及び従量料金の合計額（当該額

に１円未満の端数があるときは、当

該端数を切り捨てた額）とする。 
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所 管 委 員 会 農政建設常任委員会 

関 係 案 件 議案第１２７号 

提  出  課 総務課 

 

上越市ガス供給条例の一部改正について 
 

１ 改正理由 

  原料ガス購入価格の改定に伴い、全ての原価を見直し、令和８年度から都市ガス料

金を改定するもの 

 

２ 改正内容 

⑴ 平均原料価格及び基準平均原料価格を改定する。（第１１条関係） 

⑵ ガス料金の基本料金、基準単位料金及び調整単位料金の換算係数を次のとおり改

定する。（別表第１関係） 

（現 行） 

使用量の区分 
基本料金 

（1 月当たり） 

従量料金 

基準単位料金 

（1 ㎥当たり） 

調整単位料金 

（1 ㎥当たり） 

25 ㎥以下 374.00 円 177.99 円 
基 準 単位 料金

±0.075 円×原

料 価 格変 動額

／100 円×1.10 

25 ㎥超 150 ㎥以下 418.00 円 176.22 円 

150 ㎥超 638.00 円 174.76 円 

（改定後） 

使用量の区分 
基本料金 

（1 月当たり） 

従量料金 

基準単位料金 

（1 ㎥当たり） 

調整単位料金 

（1 ㎥当たり） 

25 ㎥以下 704.00 円 158.57 円 
基 準 単位 料金

±0.077 円×原

料 価 格変 動額

／100 円×1.10 

25 ㎥超 150 ㎥以下 781.00 円 155.51 円 

150 ㎥超 1,188.00 円 152.81 円 

※ 調整単位料金は、平均原料価格が基準平均原料価格を上回り、又は下回る場合

に算定する。 

 

【料金改定の内容】 

   ・実施時期    令和８年４月１日 

・実質平均改定率   ９.５５％ 

※実質平均改定率は、改定後の原料ガス購入費用の基準となる令和 7 年 2 月分

の調整単位料金により算定した現行料金と改定後料金を比較した改定率 
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＜参考＞1 か月に 31 ㎥使用する標準家庭での料金比較（税込み） 

・令和 7 年 2 月分の調整単位料金により算定した現行料金と改定後料金の比較 

区分 
改定後 

（基準単位料金） 

現行 

（調整単位料金） 
比較 

基本料金+ 

基準（調整）単位料金 
5,601 円 5,100 円 501 円 9.82％ 

※比較増加理由 

原料ガス購入先の株式会社ＩＮＰＥＸ ＪＡＰＡＮが、液化天然ガス（ＬＮＧ）

の混入割合を 65％から 80％へ引き上げるなどの原料ガス購入価格の改定を行う

ことから原料費が増加することに加え、物価高騰や労務費の上昇に伴い、消耗品

費や委託料などの維持管理経費が増加するため 

 

※改定イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 料金算定期間の末日がこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）前の日で

ある場合の料金の算定については、なお従前の例によることとする。（附則第２項

関係） 

⑷ 施行日前から引き続くガスの使用者に係る施行日の属する料金算定期間の料金は、

当該料金算定期間の使用量を改正前の料金及び改正後の料金の適用日数に応じて按
あん

分し、それぞれの使用量で別表第２及び別表第３の規定を適用して算定した額の合

計額とすることとする。（附則第３項関係） 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

現行料金（令和7年2月分）　5,100円／月

改定後料金　5,601円／月

基本料金 調整単位料金

基本料金 基準単位料金

781円 4,820円

418円 4,682円
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４ 上越市ガス供給条例改正案新旧対照表 

（下線部分及び太枠部分が改正箇所） 

改  正  案 改  正  前 

（単位料金の調整） 

第１１条 略 

 ⑴ 平均原料価格が基準平均原料価格を上

回る場合 

   調整単位料金（１立方メートル当た

り）＝基準単位料金＋０．０７７円×原

料価格変動額／１００円×１．１０ 

 ⑵ 平均原料価格が基準平均原料価格を下

回る場合 

   調整単位料金（１立方メートル当た

り）＝基準単位料金－０．０７７円×原

料価格変動額／１００円×１．１０ 

２ 略 

 ⑴ 平均原料価格（１トン当たり） 関税

法（昭和２９年法律第６１号）第１０２

条第３項の規定により財務大臣が公表す

る統計の数量及び価額を基に算定した別

表第１備考４の表の右欄に掲げる算定期

間における１トン当たりの液化天然ガス

の平均価格（以下「ＬＮＧ平均価格」と

いう。）及び１トン当たりのプロパンの

平均価格（以下「ＬＰＧ平均価格」とい

う。）を基に次の算式により算定した額

（当該額に１０円未満の端数があるとき

は、当該端数を四捨五入した額とす

る。）とする。 

平均原料価格（１トン当たり）＝ＬＮ

Ｇ平均価格×０．９５３０＋ＬＰＧ平均

価格×０．０５８５ 

⑵ 基準平均原料価格（１トン当たり） 

 ９万３，２９０ 円とする。 

⑶ 略 

３ 略 

別表第１（第９条―第１１条、第１６条関

係） 

料金表 

使用量

の区分 

基本料金 

（ガスメー

ター1 個に

つき 1 月当

たり） 

従量料金 

基 準 単

位料金 

（1 ㎥当 

たり） 

調 整 単

位料金 

（1 ㎥ 

当たり）

25 ㎥以

下 
704.00 円 158.57 円 

第 11 条

の規定 
 

（単位料金の調整） 

第１１条 略 

 ⑴ 平均原料価格が基準平均原料価格を上

回る場合 

   調整単位料金（１立方メートル当た

り）＝基準単位料金＋０．０７５円×原

料価格変動額／１００円×１．１０ 

 ⑵ 平均原料価格が基準平均原料価格を下

回る場合 

   調整単位料金（１立方メートル当た

り）＝基準単位料金－０．０７５円×原

料価格変動額／１００円×１．１０ 

２ 略 

 ⑴ 平均原料価格（１トン当たり） 関税

法（昭和２９年法律第６１号）第１０２

条第３項の規定により財務大臣が公表す

る統計の数量及び価額を基に算定した別

表第１備考４の表の右欄に掲げる算定期

間における１トン当たりの液化天然ガス

の平均価格（以下「ＬＮＧ平均価格」と

いう。）及び１トン当たりのプロパンの

平均価格（以下「ＬＰＧ平均価格」とい

う。）を基に次の算式により算定した額

（当該額に１０円未満の端数があるとき

は、当該端数を四捨五入した額とす

る。）とする。 

平均原料価格（１トン当たり）＝ＬＮ

Ｇ平均価格×０．９７４８＋ＬＰＧ平均

価格×０．０４０５ 

⑵ 基準平均原料価格（１トン当たり）  

１２万４，１９０円とする。 

⑶ 略 

３ 略 

別表第１（第９条―第１１条、第１６条関

係） 

料金表 

使用量

の区分 

基本料金 

（ガスメー

ター1 個に

つき 1 月当

たり） 

従量料金 

基 準 単

位料金 

（1 ㎥当 

たり） 

調 整 単

位 料 金 

（ 1 ㎥ 

当たり）

25 ㎥以

下 
374.00 円 177.99 円 

第 11 条

の規定 
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改  正  案 改  正  前 

 
25 ㎥超 

150 ㎥ 

以下 

781.00 円 155.51 円 

に よ り

算 定 し

た額 

150 ㎥ 

超 
1,188.00 円 152.81 円 

 備考 略 
 

 
25 ㎥超 

150 ㎥ 

以下 

418.00 円 176.22 円 

に よ り

算 定 し

た額 

150 ㎥ 

超 
638.00 円 174.76 円 

 備考 略 

 

－　14　－



　

【補正理由】

【補正内容】

　＜ガス事業会計職員給与費補正額一覧＞

※ 手当は児童手当を除く。

【債務負担行為の設定】

１　限度額

　　266,279千円

２　年度ごとの支出予定額

補正前

補正後

補正額

職員数

395,614

116,407

手当 ※ 退職給付費 法定福利費

183,565

47

44

190,735 117,989 22,729 64,161

30,490 60,871 391,333

合計 266,279千円

期間

令和8年度 266,279千円

△ 3,290 △ 4,281△ 3 △ 7,170

農政建設常任委員会

議案第１１１号

経営企画課

所 管 委 員 会

関 係 案 件

提 出 課

令和７年度上越市ガス事業会計補正予算（第１号）の概要

　　一般職の職員と同様に、企業職員の給与改定を行うとともに、人事異動による職員
　構成の変動等に伴う給与費の増減を整理するもの
　　また、令和8年度に予定するガス工事について、早期発注により施工時期の平準化を
　図るため、新たに債務負担行為を設定するもの

金額

単位：人、千円

令和7年度 0千円

合計給料

△ 1,582 7,761
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３　実施概要

ガス管入替工事

ガス管撤去工事

②中央一丁目 φ150 240ｍ

④木田一丁目 φ150 305ｍ

③大字寺ほか φ150 163ｍ

延長

130ｍ

口径

255,546千円

金額

φ100

施工箇所

①大字下荒浜

⑧鴨島一丁目 φ50 25ｍ

⑪大潟区潟町ほか φ100 200ｍ

⑨鴨島三丁目 φ50 20ｍ

⑩子安 φ75 30ｍ

⑤大字下荒浜 φ50 22ｍ

⑥鴨島一丁目 φ50～100 95ｍ

⑦鴨島三丁目 φ50 75ｍ

施工箇所 口径 延長 金額

東城町三丁目地内 φ150 277ｍ 10,733千円
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ガス工事予定箇所図（合併前上越市）　1/7

八千浦小学校

1

八千浦中学校

大字下荒浜

番号 施工地
① 大字下荒浜 PE φ100 L=130ｍ

実施内容
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ガス工事予定箇所図（合併前上越市）　2/7

関

川

新潟労災病院

直江津小学校

2

直江津南小学校

レインボーセンター

直江津駅

直江津中学校

番号 施工地
② 中央一丁目 PE φ150 L=240ｍ

実施内容
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ガス工事予定箇所図（合併前上越市）　3/7

新潟県上越利水事務所

3

だいにち

スローライフビレッジ

大字寺

番号 施工地
③ 大字寺ほか PE φ150 L=163ｍ

実施内容
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ガス工事予定箇所図（合併前上越市）　4/7

関

川

上越総合病院

高志小学校

4

春日中学校

新潟地方法務局

上越支局

上越市役所

上越市市民プラザ

上越保健所

番号 施工地
④ 木田一丁目 PE φ150 L=305ｍ

実施内容

－　20　－



ガス工事予定箇所図（合併前上越市）　5/7

八千浦小学校

5

八千浦中学校

大字下荒浜

番号 施工地
⑤ 大字下荒浜 PE φ50 L=22ｍ

実施内容
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ガス工事予定箇所図（合併前上越市）　6/7

6

鴨島1丁目

県立看護大学

県立中央病院

鴨島3丁目

子安新田

鴨島1丁目

鴨島

子安新南町

7

8

9

番号 施工地
⑥ 鴨島一丁目 PE φ50～100 L=95ｍ
⑦ 鴨島三丁目 PE φ50 L=75ｍ
⑧ 鴨島一丁目 PE φ50 L=25ｍ
⑨ 鴨島三丁目 PE φ50 L=20ｍ

実施内容
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ガス工事予定箇所図（合併前上越市）　7/7

10

県立中央病院

子安新田

鴨島

子安

とよば

番号 施工地
⑩ 子安 PE φ75 L=30ｍ

実施内容
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ガス工事予定箇所図（大潟区）　1/1

天ヶ池

大潟体育センター

大潟町中学校

11

中谷内池

番号 施工地
⑪ 潟町ほか PE φ100 L=200ｍ

実施内容
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【補正理由】

【補正内容】

　収益的収入

増減内訳

○ 一般会計繰入金の増額

　消雪用井戸水を浄水場まで引き込むための配管工事及び給水スポットへの応

急給水活動など今夏の渇水対策に要した経費の一部について、一般会計から水

道事業会計に繰り入れるもの

　＜水道事業会計職員給与費補正額一覧＞

※1 職員数はガス水道事業管理者を含む。

※2 手当は児童手当を除く。

【債務負担行為の設定】

１　限度額

　　741,353千円

２　年度ごとの支出予定額

36,413         383,677 420,090        

383,677

85 352,249

△ 10,050

215,070 39,306補正前

農政建設常任委員会

議案第１１２号

経営企画課

所 管 委 員 会

関 係 案 件

提 出 課

令和７年度上越市水道事業会計補正予算（第１号）の概要

法定福利費

補正額 △ 1,081 13,111 △ 5,124△ 2

令和7年度 0千円

令和8年度 741,353千円

合計 741,353千円

期間 金額

113,012

手当 ※2

724,761118,136

職員数
※1

83

給料 合計

52,417

△ 3,144

342,199 213,989補正後 721,617

退職給付費

単位：人、千円

　　一般会計の特別職及び一般職の職員と同様に、ガス水道事業管理者及び企業職員の給
　与改定を行うとともに、人事異動による職員構成の変動等に伴う給与費の増減を整理す
　るもの
　　また、令和8年度に予定する水道工事について、早期発注により施工時期の平準化を
　図るため、新たに債務負担行為を設定するほか、今夏の渇水対策に要した経費の財源と
　して、一般会計繰入金を増額するもの

単位：千円

科　目 補正前 補正額 補正後

繰 入 金
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３　実施概要

水道管入替工事

水道管撤去工事

φ50～150 280ｍ

⑨大字岩木 φ50 280ｍ

⑯浦川原区顕聖寺 φ150 305ｍ

⑰大島区仁上 φ150 200ｍ

施工箇所 口径 延長 金額

東城町三丁目 φ200 260ｍ 11,107千円

⑬鴨島三丁目 φ50 20ｍ

210ｍ

730,246千円

57ｍ

①大字下荒浜

⑩鴨島一丁目 φ50～250

④大字寺ほか φ150

③五智六丁目 φ200 260ｍ

⑥大字新保古新田 φ150

延長 金額

⑪鴨島三丁目 φ50～100 85ｍ

300ｍ

φ200

φ150

⑫鴨島一丁目 φ50 25ｍ

174ｍ

⑤木田一丁目 φ200 445ｍ

240ｍ

⑧大字下荒浜

⑭子安 φ100 30ｍ

⑮大潟区潟町ほか φ50～150

φ200

施工箇所 口径

②中央一丁目

135ｍ

230ｍ

⑦大字下箱井
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水道工事予定箇所図（合併前上越市）　1/11

八千浦小学校

1

八千浦中学校

大字下荒浜

番号 施工地
① 大字下荒浜 DCIP φ200 L=135ｍ

実施内容
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水道工事予定箇所図（合併前上越市）　2/11

関

川

新潟労災病院

直江津小学校

2

直江津南小学校

レインボーセンター

直江津駅

直江津中学校

番号 施工地
② 中央一丁目 HPPE φ150 L=240ｍ

実施内容
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水道工事予定箇所図（合併前上越市）　3/11

蓮池公園

3

五智公園

五智6丁目

番号 施工地
③ 五智六丁目 HPPE φ200 L=260ｍ

実施内容
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水道工事予定箇所図（合併前上越市）　4/11

新潟県上越利水事務所

4

だいにち

スローライフビレッジ

大字寺

番号 施工地
④ 大字寺ほか HPPE φ150 L=174ｍ

実施内容
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水道工事予定箇所図（合併前上越市）　5/11

関

川

上越総合病院

高志小学校

5

春日中学校

新潟地方法務局

上越支局

上越市役所

上越市市民プラザ

上越保健所

番号 施工地
⑤ 木田一丁目 HPPE φ200 L=445ｍ

実施内容
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水道工事予定箇所図（合併前上越市）　6/11

6

雄志中学校

大字新保古新田

大字藤塚

番号 施工地
⑥ 大字新保古新田 HPPE φ150 L=230ｍ

実施内容
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水道工事予定箇所図（合併前上越市）　7/11

下箱井ふれあいセンター

7

諏訪神社

大字五ケ所新田

大字下箱井

大字島田下新田

番号 施工地
⑦ 大字下箱井 HPPE φ50～150 L=280ｍ

実施内容
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水道工事予定箇所図（合併前上越市）　8/11

八千浦小学校

8

八千浦中学校

大字下荒浜

番号 施工地
⑧ 大字下荒浜 HPPE φ200 L=57ｍ

実施内容
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水道工事予定箇所図（合併前上越市）　9/11

上越教育大学

9

上越保健所

飯小学校

番号 施工地
⑨ 大字岩木 HPPE φ50 L=280ｍ

実施内容
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水道工事予定箇所図（合併前上越市）　10/11

10

鴨島1丁目

県立看護大学

県立中央病院

鴨島3丁目

子安新田

鴨島1丁目

鴨島

子安

新南町

11

12

13

番号 施工地
DCIP φ250 L=175ｍ
HPPE φ50 L=125ｍ

⑪ 鴨島三丁目 HPPE φ50～100 L=85ｍ
⑫ 鴨島一丁目 HPPE φ50 L=25ｍ
⑬ 鴨島三丁目 HPPE φ50 L=20ｍ

実施内容

⑩ 鴨島一丁目
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水道工事予定箇所図（合併前上越市）　11/11

14

県立中央病院

子安新田

鴨島

子安

とよば

番号 施工地
⑭ 子安 HPPE φ100 L=30ｍ

実施内容
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水道工事予定箇所図（大潟区）　1/1

天ヶ池

大潟体育センター

大潟町中学校

15

中谷内池

番号 施工地
⑮ 潟町ほか HPPE φ50～150 L=210ｍ

実施内容
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水道工事予定箇所図（浦川原区）　1/1

天ヶ池
顕聖寺

有島

浦川原区総合事務所

東頸中学校

16

番号 施工地
⑯ 顕聖寺 HPPE φ150 L=305ｍ

実施内容
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水道工事予定箇所図（大島区）　1/1

大島地域生涯学習センター

仁上クラブ

仁上

17

番号 施工地
⑰ 仁上 HPPE φ150 L=200ｍ

実施内容
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【補正理由】

【補正内容】

　＜下水道事業会計職員給与費補正額一覧＞

※ 手当は児童手当を除く。

【債務負担行為の設定】

１　限度額

　　771,424千円

２　年度ごとの支出予定額

  　一般職の職員と同様に、企業職員の給与改定を行うとともに、人事異動による職員構
　成の変動等に伴う給与費の増減を整理するもの
　　また、令和8年度に予定する下水道工事について、早期発注により施工時期の平準化
　を図るため、新たに債務負担行為を設定するもの

金額

単位：人、千円

令和7年度 0千円

合計給料

8,962 126

合計 771,424千円

農政建設常任委員会

議案第１１３号

経営企画課

所 管 委 員 会

関 係 案 件

提 出 課

令和７年度上越市下水道事業会計補正予算（第１号）の概要

期間

令和8年度 771,424千円

2,286 12,5760 1,202

補正前

補正後

補正額

職員数

223,594

79,410

手当 ※ 退職給付費 法定福利費

9,074 35,962

9,200 38,248 236,170109,312

27

27

108,110 70,448
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３　実施概要

下水道管渠工事

舗装工事

ガス水道管移転補償費

104,835千円

92,048千円

施工箇所 金額

大字下荒浜ほか6か所

施工箇所 面積 金額

子安新田ほか6か所 9,850㎡

⑧鴨島三丁目 φ150 255ｍ

⑤鴨島一丁目ほか φ150 352ｍ

⑥鴨島一丁目 φ150 226ｍ

⑦鴨島三丁目 φ150 309ｍ

⑨とよば φ150 450ｍ

⑩子安 φ150 439ｍ

②大字下荒浜 φ150～250 175ｍ

574,541千円

金額

298ｍ

③大字岩木 φ150 233ｍ

延長

131ｍ

口径

φ150

施工箇所

①大字黒井

④鴨島一丁目 φ150
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下水道工事予定箇所図（合併前上越市）　1/2

1

八千浦小学校

八千浦中学校

2

上越教育大学

3

番号 施工地
① 大字黒井 VU φ150 L=131ｍ
② 大字下荒浜 VP φ150～250 L=175ｍ

実施内容

番号 施工地
③ 大字岩木 VU φ150 L=233ｍ

実施内容

－　43　－



下水道工事予定箇所図（合併前上越市）　2/2

関
川

中央橋

主要地方道高田停車場線

中央病院

看護大学

関
川

矢
代
川

4

6

5

7

8

9

10

番号 施工地
④ 鴨島一丁目 VU φ150 L=298ｍ
⑤ 鴨島一丁目ほか VU φ150 L=352ｍ
⑥ 鴨島一丁目 VU φ150 L=226ｍ
⑦ 鴨島三丁目 VU φ150 L=309ｍ
⑧ 鴨島三丁目 VU φ150 L=255ｍ
⑨ とよば VU φ150 L=450ｍ
⑩ 子安 VU φ150 L=439ｍ

実施内容
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